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件

名
光市こども計画の策定に向けたこどもや若者からの意見聴取について

1 概要

光市こども計画の策定に向け実施するパブリックコメントに合わせて、こどもや若者

から計画に記載してある施策（とりくみ）等についてのWebアンケートを実施するこ

とで、計画に対するこどもや若者の意見を聴取するとともに、いただいた意見を計画の

策定・推進の参考とするものです。

2 対象者

市内在住または市内に通学、通勤する 29歳までの方

3 回答期間

令和 6年 12月20日（金）から令和 7年 1月20日（月）まで

4 回答方法

市ホームページに掲載する「こども向けの案」を閲覧後、専用フォームから回答

内 Ihttps: / /www. city. hikari. lg. jp/ soshiki/6/kodomo/kosodate/1/hikarishikodomokei 

kaku/15194 html 
国蕊沼露杞回

容

5 その他

本取組は、「こども基本法」に基づくこどもの意見反映に関する取組であり、「光市こ

ども計画」の策定や推進にあたり、こどもとして定義している「概ね 29歳までの心身

の発達の過程にある者」の意見を聴取しようとするものです。

【参考】

• こども基本法

（こども施策に対するこども等の意見の反映）

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価する

に当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者そ

の他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

間

合

せ

担当課：光市こども政策課こども政策係

担当者：中原、河合（電話 0833-74-3009) 






